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VI.お わ りに

1.カ ブ リール と母 系 制

ベ ラ ウ人 は 自 らを特 定 の 親 族集 団 に結 び つ け,そ れ に いわ ば ア イ デ ンテ ィ テ ィを 求

め る。 そ の集 団 は 名前 を有 し外 婚 的で,か つ て は 何 らか の食 物 禁忌 を伴 う神 を持 って

いた。 ま た その 長 で あ る男 子 成 員 は,村 の集 会所(bai)の 中で 特 定 の座 席 を 占 め て い

た。 こ う した親 族 集 団 はkebliit(カ ブ リール)と かtelungalek(ツ ル ガル ク)と か よ ば

れ て い る。

通常 カ ブ リール は そ の 中 に ッル ガ ル ク を含 む と考 え られ,カ ブ リール をclan,ッ ル

ガ ル クをlineageと 訳 す こ とが 多 い。 しか し,両 者 の 区別 は か な り曖 昧 の よ うで あ る。

Forceは ツル ガ ル クはnuclearfamily,extendedfamily,1ineage,subsib,sibと い

った 意 味で 使 用 され,ま た カ ブ リール はextendedfamily,1ineage,subsib,sib,時 と

してsupersibの 意 味 で 用 い られ る こ とが あ る と して い る[FoRcEandFoRcEl972:

52]。

どの範 囲 まで の 親族 を含 ん だ も のが ッ ル ガル クで あ り,ど の 範 囲 まで拡 大す れ ば カ

ブ リール で あ るか は,話 者 に よ りかな り異な って お り,ま た そ の使 用法 も時 と状 況 に

よ って 異 な って い る よ うに み え る。 したが って,そ の成 員 の範 囲 を 明確 に特定 す るこ

とは困 難 で あ る し,ま た無 意 味 で あ ろ う。 た だ,Force夫 妻 の説 明 か ら もわ か るよ う

に ツル ガ ル クよ り もカブ リール の方 が,一 般 的 に よ り大 きな 集 団 を指 して 用 い られ て

い る こ とは 確 かで あ ろ う。

土 方 は,telungalekをongagekか ら次 の よ う に説 明 す る。ongalekは0-ngdtekで あ り,
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oな い しoπ はtohave,touse,todo,toownの 意 で あ り,ngalekは 子 ど もの 意で あ

る。従 ってongalekは"子 ど もを持 つ"で あ る。0方,teはtheyで あ り,telungalek

はongalekの 複 数 形 で あ ってongalekの 集 合 体 で あ る とす る[HIDIKATAn.d.:9]。

1970年 代 に ベ ラ ウ本 島 の村Melekeok(マ ル キ ョク)を 調 査 したSmithは,ッ ル

ガ ル ク を社 会 の 中核 と考 え て い る。 彼女 は ッル ガル クを,血 縁 に よ る ッル ガ ル ク,土

地 保有 集 団 と して の ッル ガル ク,居 住 集 団 と しての ツル ガ ル ク の三 つ の 面 か ら分析 し,

これ をmatrilineageと 定 義 して い る。 一 方,カ ブ リール は ツル ガ ル クの上 位 集 団で

あ るが,こ れ は移 動,仮 想 血 縁,あ るい は過 去 に一 緒 の 土 地 に住 ん だ 経 験 な ど,親 族

関 係 以 外 の さ ま ざ まな 要 因 が加 わ って い る と して い る。

ツル ガ ル クにつ いてSmithは``those who are very close to us",す な わ ち``sisters,

brothers,andtheirchildren,',も し くは``relationsfromthesameblood-

immediate blood brothers and sisters"な ど と村 人 が説 明す る こ とを記 して い る

[SMITHl983:41-54]。

Ngelemulellgui(ア ル モ ノ グ イ)地 区 の私 の イ ン フ ォ ーマ ン トは,ツ ル ガル ク に対

して次 の様 な 何 通 りか の説 明 を した。1)彼 の子 ど も(養 子 も含 めて4人)と そ の子

ど も達,2)彼 の母 の 母 の子 孫 全 体(男 系 の子 ど も も女 系 の子 ど も も含 め て),3)彼

の 母 の母 の母 の母 の子孫 全 体 を含 む 。 こ の時,彼 らはPeleliu(ペ リ リュ ー)島 か ら

この村 へ の移 動 を開 始 した ので あ って,彼 女 の子孫 は 何百 人 に も及 ん で い る。 この集

団 は ルバ ック(タ イ トル を持 つ男 性 長老)の 選 出母 体 で もあ り,通 常 カ ブ リール と い

われ て い る もの と変わ らな い。

この よ うに ツル ガ ル クは基 本 的 に各個 人 が祖 とな り,そ の 人 を 出発 点 と して 形成 す

る こ とがで きる よ うに み え る。 しか し,す べ て の人 が ッル ガ ル ク の祖 とな れ るわ けで

は な く,そ の 中の 主 要 人 物,た とえ ば他 所 か ら現 在 地 へ 移 動 した人,何 らか の功 績 を

残 した人,あ る い は有 名 人 な ど が ッル ガ ル クの祖 と して記 憶 の系 図 に残 され て い く。

した が って,ツ ル ガ ル クは伸 縮 自在 で あ り,ど の祖 先 を起 点 と して数 え るか に よ って,

そ れ に含 ま れ る人 員 も変 わ って くる。 ッル ガル クは 名称 を持 つ集 団 と記 述 され る こ と

も あ り,現 実 に幾 つ かの ッル ガル クは 名 前 を有 して い るが,あ るカ ブ リール 内 に幾 つ

の ッル ガ ル クが あ るか と質 問 した場 合,そ れ らの 名称 を あげ て 確信 を も って 答 え る こ

と は,当 該 カ ブ リール の メ ンバ ーで も困 難iであ るよ うに思 わ れ る。 これ をNgerard

(ガ ラル ド)地 区 の あ る長 老 は次 の よ う に説 明 した。 カ ブ リール は ミカ ンの よ うな も

の,中 は い ろ い ろ別 れ て,ば らば らにな って しま って い る ので よ くわ か らな い。

0方
,カ ブ リール は よ り堅 固な 集 団 の様 に み え る。 そ れ は カ ブ リール が そ の代 表者
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で あ る男性 ル バ ックの選 出母 体 とな って い るた めで あ る。 ル バ ック は村 の政 治組 織で

あ るklobak(村 議 会)の メ ン バ ー と して,村 の集 会 所 の な か に そ れ ぞ れ定 ま っ た位

置 を しめ て い る。 村 人 は 誰 で も そ の村 議 会 を構 成 す る10人(村 に よ っ て は それ よ り多

い こ と もあ る)の タ イ トル(dui)の 名称,そ の 選 出母 体 で あ る カ ブ リール の 名称 の す

べ て,あ るい は少 な く ともそ の一 部 をあ げ る こ とがで き る。 カ ブ リール の 名称 は 変 わ

る こ とな く,多 くのル バ ック は 自 己 を遡 る10数 代 につ いて の ル バ ッ クの個 人 名 を 記 憶

して い る。

以 上telungalek(ツ ル ガル ク)とkebliil(カ ブ リール)の 特性 を,次 の よ うに ま と

め る こ とが で き るか も しれ な い。

1)両 者 と も分節 的 親 族集 団で あ るが,ツ ル ガル クは ほぼ純 粋 な親 族 集 団で あ る の

に対 して,カ ブ リール に は親 族以 外 の絆 によ る人 々が 含 まれ る こ と もあ る。

2)一 般 に ッル ガル クの 深度 は浅 く,2-5世 代 で あ るの に対 して,カ ブ リール は

そ れ よ り深 い。

3)ツ ル ガ ル クは世 代 の継 続 の 中で無 限 に発 生 し,消 滅 して い くの に対 して,カ ブ

リール の祖 先 は一 定 して お り,代 々 ルバ ックが そ の 中核 とな って カ ブ リール の連 帯 が

保持 さ れ て い く。

4)ツ ル ガ ル クが幾 つか 集 ま って カ ブ リール に な る とい うよ りは,カ ブ リール と い

う集 団 の 中で,そ の成 員 が適 宜祖 先 とな って,ッ ル ガル ク と い う小 集 団 を産 み 出 して

い る と考 え た方 が 理解 し易 い。

確 か に個 人 を 出発 点 と して,そ の個 人 に連 な る血 縁 者 を ベ ラ ウ社 会 の根 幹 と して と

らえ る 立場 に立 て ば,Smithの 述 べ てい るよ う に ツル ガル クが ベ ラ ウ親 族 集 団 の 出発

点 で あ る。 しか し,私 は ここで は 分析 の枠 組 と して カ ブ リール を用 いた い と考 え る。

そ れ は人 々 を あ る集 団 に帰 属 す るグル ー プ と して と らえ よ うとす る場 合,カ ブ リー ル

を 用 い た方 が よ り有 効 で あ る と思 わ れ るか らで あ る。 つ ま り,ツ ル ガ ル クを分 析 の視

点 とす る 立場 が,い わ ばego-orientedで あ る の に対 して,カ ブ リール に 考察 の 拠 点

を 置 く方 法 はgroup・orientedと い って もよ いで あ ろ う。

これ まで ベ ラウ の社 会組 織 の研 究 者 は,ツ ル ガ ル クな い しは カ ブ リール を母 系 制 と

して記 述 して き た が,同 時 にそ れ が 完全 な 単 系 制 で は な い こ とに も注 目 して きた 。 た

とえ ばH.G.Barnettはtulungalikは 地 縁 化 した母 系 リネ ー ジで あ り,geblilは 複 数

のtulungalikを 含 む もの で ク ラ ン に該 当す る と しな が ら も,母 を通 じて の み帰 属 が 決

定 され る わ け で は な いの で,純 粋 の 単系 血 縁 集 団 で はな い と して い る。 しか しそ れ は

母系 的単 系 集 団 の0般 的 特性 と よ く似 て い る と い う[BARNETTl949:22]。Force
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夫 妻 も近 年 の研 究 者 た ちが ベ ラ ウ親 族 組 織 は,厳 密 な単 系 出 自集 団 で は な い こ と に着

目 して い る こ とを記 して い る[FoRcEandFoRcE1972:42]。

子 ど もは父 の カ ブ リール に も,母 の カ ブ リール に も属 す る こ とが で き る。 父 を通 じ

て加 入 す る カ ブ リール で は そ の子 はulechell(ウ レ ッエル)と よ ば れ,母 を通 じ て加

入 す るカ ブ リール で はochell(オ ッエ ル)と よば れ る。 ウ レ ッエル よ りオ ッエル 成 員

の方 が発 言 力 が あ る と され,ル バ ック と して選 出 され る男 子 長 老 もオ ッエ ルで あ る こ

とが0つ の重 要 な 資 格 とな る。 ま た彼 を 選 出す る女 性 長老(ourrot)も オ ッエル で あ る

こ とが 当 然 と考 え られ て い る。 したが って,人 々が 自己 の帰 属 を決 定 す る に当た って,

当然 の こ と と して母 系 の カ ブ リール を選 択 す る と思 わ れ る。 そ の結 果,論 理 的 に は カ

ブ リール の 中核 メ ンバ ーは,母 系 に連 な るオ ッエル で あ り,付 帯 的 メ ンバ ー と して若

干 の ウ レ ッエル が存 在 す る とい うのが,カ ブ リール の構 造 とい うこ と にな るで あ ろ う。

ただ し,ウ レ ッエル お よび オ ッエル の関 係 は本 人 一 代 限 り とさ れ るの で,母 が あ る集

団Xの ウ レ ッエル ・メ ンバ ーで あ って もそ の子 はオ ッエル の地 位 を回 復 す る こと にな

る。 そ して現 実 の カ ブ リール は かな り多 くの ウ レ ッエ ル ・メ ンバ ー を含 ん で い る。

本 稿 の 目 的 は,ま ず1)こ の よ うな ウ レ ッエル を 生 み 出 して い く父 親 の 立場 を考 察

し,2)ベ ラ ウ ・カ ブ リール の系 譜 を兄 弟 と姉 妹 の力 関係 と,夫 と妻 の力 関 係 と い う

面 か ら解 釈 しよ うとす る も ので あ る。 集 め られ た材 料 は1973年 か ら1980年 迄 に行 わ れ

た数 回 の 実 地調 査 に基 づ いて い る。 イ ンフ ォ ーマ ン トは アル モ ノ グ イ,ガ ラル ド,

Kayangel(カ ヤ ンゲ ル),Koror(コ ロ ール)の 各 地 に わ た って い る。0

皿.家 庭 に お け る父

ベラウの母系制を複雑にしている1つ の原因は結婚後の居住である。かつて結婚は

夫方居住婚が支配的であった。若い男性は結婚 しても新たに住居を持つことができな

かったので,親 夫婦 とその息子たち夫婦が一緒に住む,夫 方居住婚的拡大家族が一般

的であった。稀に妻方居住婚を行なう男性もないわけではないが,こ れは男としてい

わば面子をさげた形であり,特 別の事情がない限 り,男 性にとって好まれない。夫の

父母とともに生活する家庭の中で,妻 は必然的に夫に頼って生活するようになる。耕

作は女の仕事であるが,妻 の耕 している田畑は夫の田畑であって,子 どもの食物は父

親の土地から生産されたものである。ヤシ畑は妻の管理には任 されない。

父および父方親族は,子 供にとって尊敬すべき人であ り,母 は甘えてよい人である。

カヤンゲル島のあるインフォーマントは,母 のカブ リ0ル のメンバ ーには自由に振る
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舞ってよい,た とえばその家に行って大切な物を勝手に持ってきてもかまわない,し

かし,父 のカブリールのメンバーにはそのようなことはできないと述べている。

父が生きている間は家族の長は父であり,子 供の訓育者も父である。子供の名前を

つけるのも,父 ないしは父方親族である。 父に対 して,時 にomekedeladと いう用語

を用いることもあるというが,そ れは,壊 れそうな物を大切 に取 り扱うという意味で

ある1)。また父が形見として残 してくれた物もomekedeladと いう。このようにベラウ

人が父を語る時,父 に敬意を払うという点が強調されているようにみえる。

父の死後,子 供は母 と共に母の実家に帰ることが多いようであるが,そ のまま父の

下に留まることもある。1958年 の裁判記録の中にはそのような際に生 じた興味深い事

例があった。ある夫婦の間には娘KAを 初めとして4人 の子供がいたが,夫 は1953年

死亡 した。死の床で彼は娘KAが 彼の両親 と共に住むことを望み,弟Yに 娘の面倒

を見てくれるように頼んだ。そして彼自身の財産は子供達に残すが,も し子供らが彼

の家族から離れるならば,家 屋を除いて何 も相続させないと遺言 した。娘は当時7歳

であった。

娘KAは 父の死後,彼 の両親 と共に住んでいたが,1957年 に祖父が死亡 し間もな

く祖母も病気で入院したため,父 の弟であるYと 一緒に生活するようになった。ベラ

ウの慣行では父方親族 に女の子の後見権がある場合には,母 方親族は父方親族にベラ

ゥの財貨を要求する権利があるという。それは娘は,結 婚やその他の機会に,財 貨を

Yも たらすものであり,彼 女の後見者は利益を得るからである。 この財貨の支払いによ

って,彼 女や彼女の獲得する財産に対する母方親族の権利は終了す る。

慣行に従って,母 方はカブリールの代表者を立て,父 方のカブ リールにベラウ財貨

を支払うように要求した。父の弟Yは これに同意 したが0の 祖母が退院するまで

待つようにといった。 しか し,祖 母が退院する前に,KAは 彼女自身の意志で母方の

おじの1人 と一緒に暮 らし始めた。そ して,父 方 ・母方双方の説得にもかかわらず,

今後ともおじと共に暮 らす ことを望んだ。

この訴訟の原告はYす なわちKAの 亡父の弟であり,被 告は母方おじである。Y

はKAが 自分の下に帰 ってくる意志のないことを認めた。その代わりに彼女の母方カ

ブリールの代表としてのおじに,KAの 現在までの養育費として1,500ド ルの支払い

を要求した。被告はその要求に対 して,ベ ラウの習慣ではこのような請求に応 じる必

要はないと拒否 したものである。

1)し か しPalauan-English Dictionary[McMANusand JosEPxsl977]に よ れ ば,omekedeladは

carrywithcare;transmitwithcare;spoil;血otherと あ る 。
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これに対する法廷の裁決は以下のようであった。1)原 告は個人としてもあるいは

彼のクランの代表としても,個 人としてあるいはクランの代表としての被告 か ら,

KAの 養育のための代償を求める権利はない。2)こ の文書により,被 告によって代

表される彼女の母方親族がKAの 後見者であることを認める。3)KAの 父が残 した

財産のうちKAの 権益のすべては,父 の遺言通 り父方親族のものとなる。ただ し,父

が残した住居は子供達すべてのものである[Rψoπ げ伽 乃観Territory of the Pacific

Islands.VoL1:42レ425]。

この訴訟は原告の敗訴であったようであるが,こ こで興味深いのは父方親族が母方

親族に娘の後見権があることを認めた際に,こ れまで5年 間にわたって彼女を育てて

来た養育料を請求 したことである。このことは夫婦の死別や離婚の折には,子 供の養

育は本来母方の責任であると考えられているためであろうか。

これは次の判決にさらに明瞭 に現われている。

この訴訟は離婚 した妻が原告とな り,夫 に子供の養育費の分担を求めたものである。

彼 ら夫婦は結婚 して1年 ほどの間妻方に居住 していた。事情は不明であるが,両 者は

離婚することにな り,慣 行に したがって夫方からolmesumechが 支払われた。olmesu-

mechは 一種の離婚金であって,非 のある方から支払われる。これを支払 うことによっ

て両者の関係は全 く解消する。離婚金の支払いの際に,夫 の父の姉妹が子供を引き取

りたいと希望 しそれを提案 したが,妻 は拒否 した。また,そ れ以後生まれる予定であ

った子供についても,そ の後見を夫方 に渡す意志はないと述べた。妻の父が離婚金を

受け取った際に,子 供の養育費については何の主張もなかった。

この事件に対する法廷の意見は次のようなものであった。結婚をめぐる考え方はア

メリカとは非常に異なっており,ベ ラウの子供は伝統的に母方 リネージから基本的保

護を受けることになっているのであって,そ れゆえ父 と共に住んでいない子供に対 し

て父が養i育上の責任を持つ必要はない。ただし夫婦が長期にわたって共同生活を営み,

その間に沢山の子供がいて,し かも妻 に何 ら落ち度がないのに夫が他の女性に心を移

したために,離 婚に至ったような場合には,夫 は義務負担つきの支払いに同意 しなけ

ればならないであろう。ところがこの夫婦は僅か1年 しか0緒 に住んでいないので,

これには該当しない。また被告が2人 の子供の実の父親であるという事実は,こ の際

全 く顧慮する必要はない[Report of theTrust乃7rゴ'oワ げ伽Pα6塑6み 伽 ゐ。Vol.1:

454-457]。

夫は妻の集団に対 して財貨の支払いの義務を負っている。夫すなわち父の集団から

妻すなわち母の集団への財貨の授受は,さ まざまの機会に行われる。たとえば,第 一
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子の誕生の祝い(ngasech),葬 式後の交換(cheldecheduch)な どの種々の人生儀礼の際

に,夫 は妻の集団にできるだけ多くの支払いをすることによって,妻 の親族集団内で

の彼女の地位を高め,同 時にオッエルとしての子 どもたちの地位を高めるよう努力す

る。定められた人生儀礼における支払いの他に,物 語 にはしばしばムル(mur)と いう

慣行が伝えられている。ムルとは夫が妻の村で妻のために開催する特別な祭 りである。

夫は妻の村の男子組(cheldebechel)に 頼み,村 の中に特別の大 きな建物を建てる。女

たちはここで毎 日踊る。男子組は連日,薪,松 明,ヤ シ油,ヤ シ蜜,い も類,魚 など

を整え,村 人はそれらを自由に持ち帰 ってよい。ルバ ックー同も集会所 に座 り宴会を

行な う。踊りの女たちやルバ ックには毎 日食物が運ばれる。ムルの宴会は長い場合に

は1-2か 月も続 く。夫はムルが終われば,こ れ らの労働を行なった男子組の責任者

に支払いを行な う。

ムルは高価なものなので,財 力のある男性でなければできない。ムルの際夫は大量

の貨幣を妻のために消費するので,彼 女は自己のカブリール内部で強い発言力を有す

るようになる。また彼女の子どもも母の集団で力が強 くなる。父はこうして自分の子

供が母のカブリール内で,ル バ ックになれるよう援助をすることになる。たとえば資

格の点でほぽ等 しいルバ ック候補者が2人 いたような場合,0方 の候補者の母がムル

をやっていれば彼の立場はぐっと有利になる。 しかし,近 年ムルはほとんど行なわれ

ていないようである。

ムルをはじめ夫が妻方集団に多額の贈 り物をすることによって,父 は自分の子供に

有利な地位を与えることができる。また夫の地位が子供に影響を与えることもある。

アルモノグイでは高位のカブリールの女性は,上 位4カ ブリール以外の男性と結婚す

ることは好まれない。 こうした結婚はkeriil atmorechと いわれ,そ の間に生まれた

子供は,高 位のカブ リールにふさわしくないと考 え られて いた。keriilは支払い,

tmorechと は滑 るという意味である。 この結婚は罰金を支払うことで解決 し,そ うす

ることによって初めて子供も母の集団の人間として認められる。

息子の結婚 に際 して結納金(bus),結 婚金(orau>な どを支払うのも父である。また

家の建築資金を集めるocheraolに 際 しても,父 は子どものために助力する。 このよう

な金額を父が払えないな らば,母 の兄弟が払ってもよいが,父 は子供が可愛いか らで

きるだけ努力する。 もし子供が悪いことをした場合,父 はそれに科せ られた罰金を支

払わなければならない。 しか し余りに子供が父に迷惑ばかりかけているような時,父

は"出 て行 け"と 怒るかもしれない。父に追われた子供は母の兄弟の所にいく。母の

兄弟はどのような場合でも,そ の子に責任があるので拒否することはできない。
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皿 父 の 村

夫方居住婚であるため,子 供は父の村で成長する。そして男の子の大部分は,成 長

後もそのまま村に留まって新 しく家庭を持つことになる。父母が離婚 した り,父 が死

亡 したために,母 が幼い子供を連れて自分の村 に帰ることもあるが,そ のまま父方親

族に引き取られ父の村に留まる子供もある。

カヤンゲル島には1981年,Dilon,Dimesの2村 落で併せて24世帯が住んでいたが,

このうちヤップ人独身男性の1世 帯および女性世帯主の5世 帯を除 く18世帯中,夫 方

居住婚を行なっていたもの15世帯,妻 方居住婚を行な っていたのは3世 帯であった。

さらにこれら23世帯 について,現 世帯主が父母いずれの土地に住んでいるかをみた

ものが次の表である。妻方居住の場合,妻 の父の土地であるか母の土地であるかによ

って分類 した。

表1カ ヤ ン ゲ ル の 居 住
一

夫 方 居 住(夫 の父の土地) 19
父 の 土 地 12 妻 方 居 住(妻 の父の土地)1 2

女性世帯主(女 性の父の土地) h一

夫 方 居 住(夫 の母の土地) 16
母 の 土 地 11 妻 方 居 住(妻 の母の土地) 1・

女性世帯主(女 性の母の土地) 14一

女性世帯主というのは夫のいない世帯であり,そ れらには離婚によるもの(2例)

死別によるもの(1例),夫 な しのいわゆる未婚 の母による母子世帯を形成するもの

(2例)が ある。こうした母子家庭の場合には,相 対的に母の土地に住むことが多い

ようにみえる。母の村に住んでいる夫方居住婚6例 中,2例 は孫夫婦が歳老いた母方

祖父母の面倒をみるために帰島 したものであり,1例 は兄弟で兄が父の土地に弟が母

の土地に住むと取 り決めたものである。上表はサンプル数が少ないが,夫 婦が揃って

いる通常の家庭では父の土地に住んでいる例が多いことが推量される。

ルバックにはルバ ック用の屋敷地が定められている。現在ではこのルバック用の屋

敷地に住まず,コ ロールなどに出たまま帰ってこないルバ ックも多いが,そ れでも1

位のルバックはその村 に住むことを村人から求められる。もしもルバ ックがオ ッエル

から選出されたならば,お そらく彼は他村 に住んでいる可能性が高いであろう。何故

ならば夫方居住婚のため,彼 の母は夫の村 に行 って住み,彼 もそこで成長 しているは
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ず で あ る か ら。 も っ とも,か つ て は村 内婚 な い しは近 隣 の村 内で の結 婚 が 多 か った そ

うで あ るか ら,移 動 の距 離 は た い した ことは な か った か も しれな い。 しか し,何 れ に

せ よ,オ ッェル が ルバ ック にな った な らば,母 の村 の屋 敷 地 に移 り住 む こ とに な る。

従 って居 住 形 態 と して はavunculocalと い う こと にな るで あ ろ う。ル バ ック に選 出 さ

れ るの は か な りの高 年 齢 にな って か らで あ るか ら,こ の よ うなavunculocalな 居住 形

態 が 開始 され るの は,世 帯 主 の年 齢 が少 な くと も40代 以 上 と考 え て よ いで あ ろ う。

IV.墓 地

 人々にとって自分の成長 した村はmeral bluak(私 の本当の村)で あ るが,こ の本

当の村が大部分の人にとって父の村である。そしてベラウ人が葬られるのは本当の村

である。 したがって夫婦はそれぞれ別々の墓に葬 られる。他村から嫁に来た妻は,死

期が近づくと自分の村に運ばれる。かつて死者は家屋の前の石づみ(オ ドソンゲル,

odesongel)の 中に埋葬された。 委任統治時代,衛 生上の観点から日本政府によってこ

れが禁止され,村 はずれに共同墓地が作られた。現在ではそのような規制は無 くなっ

たので,オ ドソンゲルを使 う人も多いが,あ いかわらず共同墓地を利用 している人も

いる。共同墓地の中には各カブリール毎におおよその区画があったようである。

 死後どの村に葬られるかについて,ア ルモノグイのインフォーマ ントDは 次の様に

考えている。Dの 母はX村,父 はY村 の出身であった。しか し父がZ村 のルバックに

就任 したため,彼 は長いことZ村 に住んでおり,彼 自身も父のあとをついでルバック

となった。Dか ら母系を4代 さかのぽる女性は,こ のZ村 の出身であった。 Z村 のル

バ ックとなった父も,な んらかの縁でこの村に繋がっているはずである。Dに とって

はZ村 が"私 の本当の村"と なる。彼が母の生まれたX村 で死ねばX村 で埋葬 されて

も構わないが,Z村 では何とかしてZ村 へ死者を運ぼうとするであろう。また父の生

まれた地であるY村 で死んだような時には,Y村 で埋葬することもできる。しか しZ

村で死亡 した場合,X村 やY村 へ連れて行って埋葬することは不可能である。

 同じアルモノグイの女性Eは,父 の父がO村 の出身,父 の母は他島の出身で0村 に

婚入 した。父は0村 に生まれ,そ こで成長 し,他 村出身の母と結婚 した。Eも0村 で

生まれ育 っている。したがってEに とって,0村 が"私 の本当の村"で ある。彼女は

アルモノグイの男性と結婚 してここに長 く住んでいるが,死 ねば0村 に帰ることにな

る。彼女の0人 息子であるBは アルモノグイに埋葬される。それを彼女は次のような

言葉で説明した。"父 の方が少 し強いからね。"
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 オ ドソ ンゲ ル(odeso ngel)を 持 つ 家 は 現 在 で は 限 られ て い る が,オ ドソ ンゲ ル に埋

葬 され る場 合 に は カ ブ リール 内の 地位 に よ って そ の場 所 が決 ま って くる。 図1に 示 す

よ うに ベ ラ ウの 家屋 は常 に向 か って左 側 が上座 で あ る。 オ ドソ ンゲ ル の上 座 には この

カ ブ リール の ル バ ック を務 め た男性 や,女 性 長 老 の オ ー ロ トな ど有 力 女 性 メ ンバ ーが

埋 め られ る。 ま た オ ッエル も こ こ に埋 葬 され る と述 べ た人 もい る。 中央 部 分 は ウ レ ッ

エ ル の 場所 で あ る。 右 端 の 下座 は流 れ 者 な ど,直 接 に カ ブ リール と関 係 の な い人 の埋

葬 場所 と な る が,関 係 の密 で な い死 者 を 自 己の オ ドソ ンゲ ル に埋 葬 す る こ とは良 くな

い とい わ れ る 。 カ ブ リール と無 関 係 の死 者 を埋 葬 す る こ とを``techellel a chull"と い

う。techa99=techellelは 場 所, chullと は 雨 の 意で,雨 が ど こ にで も降 るよ うに,関 係

の な い人 を ど こにで も埋 め て しま うこ とを 意 味 して い る。 埋 葬 した 死 者 の 関 係者 と将

来 不 仲 にな っ た際 には,"こ こに埋 ま って い る死 体 を 掘 り出 して持 って い け"と い う こ

と もあ る。 そ の よ うな こ とを い われ るの は 大 きな恥 で あ るか ら,親 族 は 何 とか死 者 を

そ の本 当 の村 に運 ぽ う とす る。

図1オ ド ソ ン ゲ ル

 しか し,誰 か が あ る村 に滞 在 中,急 病 に な っ て死 亡 しそ の家 の オ ドソ ンゲ ル に葬 ら

れ る とい うよ うな こ と もあ る。 その際 に は死 者 の属 す る カ ブ リール と,そ の村 の 第1

位 の カ ブ リール は親 戚 同様(kauchad)の 関 係 にな り,前 者 は後 者 の 手 伝 いな ど を す る。

 夫 方居 住 婚 が 支 配 的で あ る とす るな らば,子 供 に と って"私 の 本 当 の村"は 父 の
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村 で あ る ことが 普 通 で あ る。 事 実父 の

方 が 強 い か ら子 供 は 父 の村 に埋 め られ

る とい う説 明 も きか れ た。 しか し,図

1で み た よ うに,父 の村 で 埋 葬 され る

場合 に は ウ レ ッエ ル の 場所 は オ ッエ ル

に比 べ て劣 位 で あ る。子 供 を父 の オ ド

ソ ンゲ ル に埋 め た後,も し夫 婦 の仲 が

うま くいか な くな り,離 婚 して妻 が実

家 へ帰 る よ うな 時 には,夫 のカ ブ リー

ル の者 か ら"子 供 を連 れ て 出て 行 け"

とい わ れ るか も しれ な い。 母 のカ ブ リ

ール の オ ドソ ンゲ ル に埋 葬 した場 合 に

は,そ の よ うな こ とを い われ る心配 は

な い。

 次 に 示 す 表2は ア ル モ ノ グ イ の

Imeong(ア イ メ オ ン)村 の 第1位 の

ルバ ックで あ るNgirturongの カ ブ リ

ールNgermengiau一 族 の出生 地 お よ

び埋 葬 地 の 一覧 で あ る 。Ngermengiau

一 族 の 本 拠地 は ア イ メ オ ン で あ っ た

が,現 在 ア イ メ オ ン居 住 者 の大 部 分 は

船 着 場 に近 い 水 路沿 い の新 開 地 に移 動

して きた 。新 しい村 には 伝統 的な オ ド

ソ ンゲ ル の あ る家 はな い。 そ のた めア

イ メオ ンの 墓地 が利 用 され て い る。 日

本 時 代 には居 住 地 と墓 地 を 離 す こ と が

決 め られ て い た た め,村 は ず れ にア イ

メオ ン全 体 の共 同墓 地 が あ る が,そ の

他 にNgermengiau一 族 の共 同親 族 墓

地 もあ る。

 現Ngirturongの 辿 り得 る系 譜 は 彼

か ら数 え て4代 前 で あ る。4代 前 兄 弟

表2出 生 地 と 埋 葬 地

出生地ないし主たる生
活地 埋葬地

01f 父 の 村 母の村
lf 母 母

2m 母 母

20m 父 父
21m 父 父
22f 父 父

221f 父母同村 父

222f 父母同村 不 明
223f 父母同村 不 明

3f 母 母

31m 父 母

32f 父 母
320m 父 母

3201m 父 父

3204m 父 母

32042m 父 父

3205m 父 不 明
3211f 母 母

32121m 父 父

3221n 父母同村 母

324f 父母同村 不 明
325f 父母同村 母

4m 母 母

5f 母 不 明

51m 父 父

52f 父 父

53m 父 父

54f 父 母

55f 父 父

6f 母 母

61m 父 母

611f 父 不 明

612m 父 父

7f 母 不 明

71f 父 母

7112m 父母同村 母

8f 母 不 明

数字の桁数は世代 と出生順を表す。61mは

6fの 長男,611fは61 mの 長女,612mは

次男。mは 男性, fは女性を示す 。
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市妹5人 が ペ リ リュ ーか ら コ ロ ール に 出 て来 た。 長 兄 は コ ロール 第2位 の ルバ ック,

Vgiraikelauに な った。 この5人 の うち の1人 で あ る女 性Lは, Melekeok(マ ル キ

ョク)地 区 で 結婚 し,Imeliik(ア イ ミ リーキ)地 区 に住 み娘01が 生 ま れ た。その 後L

まアル モ ノ グ イの ア イ メ オ ンに きて住 ん だ 。娘01は ア イ ミ リー キで 結 婚 した が,や が

て夫 と共 に ア イ メオ ンに来 て 住 む よ うにな った。 移 住 の 理 由 は は っ き り しな いが,お

そら く母 が住 ん で い た た めで あ ろ う。 彼 女 の 墓 はア イ メオ ンに あ るが,夫 の それ はア

イ ミ リー キ に あ る。 彼 女(01)の 成 人子孫 約70人 に つ い て 系 図 を と る こ とがで き た

bS,70人 中 には ま だ生 存 者 も多 く,墓 地 につ い て の情 報 が得 られ た の は そ の半 数 で あ

った。

 出生 地 で 父 母 同村 とあ るの は,父 母 共 に同 じ村 の 出身 の た め,父 の 村 か母 の村 か判

新が つ か な い も ので あ る。 こ の当 時 は すで に 日本政 府 の規 制 の 下 に,共 同墓 地 が一 般

化 して い た。 共 同墓 地 の 中 はあ る程 度 カ ブ リール毎 に区 分 け され て いた よ うで は あ る

が,そ れ は今 で は混 乱 して い るの で,父 母 と もに同 じ村 の 出身 の場 合 に は墓 が判 明 し

てい て も,ど ち らか に分 類 す る の は困 難 で あ る。

次 表 は 表2を 要 約 した も ので あ る。

表3出 生 地 と 埋 葬 地 の 関 係

】父め村で出生 障 の村で出酬 出生地不明*

父 の村で 埋葬i 11 1 ・ i ・     『

母 の村で 埋葬1 8 1 6 } 3
  一

埋葬地不 剛 2 i 3 i 3
出生地不明には父母同村を含む。

埋葬地不明には父母の同村の共同墓地を含む。

 上記の表では父の村で生まれ育 った者21人 に対 し,母 の村で生まれ育った者9人 を

数える。前者のうち父の墓地に埋葬された者は11人であって,こ れがもっとも一般的

な型のように思われる。一方父の村で生まれながら母の墓地に埋葬された者も8例 存

在する。この8例 については次のような説明がなされている。
      レ

2例(320m,3204m)は 母 が離婚 し,彼 らを連 れてアイメオ ンに帰村 して いた。その うちの

1人320mは 後にルバ ックのNgirturongに な ってい る。

事例71fは 母の嫁入 り先の コロールで生まれ,そ こで結婚 して夫 と共に暮 らしていたが,戦

時中戦火を避けて アイメオ ンに滞在 していた。 しか したまたまアイメオ ンにも空襲があ り彼

女は子供 と共に防空壕の中で死亡 した。

54fは 父母の住んでいたコロールで暮 らしていたが,夫 がアイメオ ンの第3位 のルバ ックに
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就任 したために,夫 と共 にこの村 に帰 って来 た。そ して ここで死亡 したのでそのまま葬 られ

たそ うである。

61mは 父がNgetbang(ガ スパ ン)地 区の村の 第1位 の ルバ ックで あ ったためにガスパ ン

で生活 していたが,彼 自身がNgirturongに 選出されたので アイメオ ンに帰 って きた。 そ し

て当然 のこととして ここで埋葬 された。

32fの 場合には父がアイ ミリーキ地区の第1位 のルバ ックであ ったので,ア イ ミリーキで育

ち,コ ロールの男性 と結婚 した。夫の死後 アイメオンの男性 と再婚 したので,晩 年 はこの地

に住んでいた。

 01fに ついてはすでに述べた。以上父の村に生まれ母方の墓地に埋葬された8例 に

ついては,不 明の31m1例 を除いて何らかの個別的説明が可能のようである。

 妻方居住婚により子供が母の村に生まれた事例は6例 あるが,そ れらは不明を除 く

とすべて母方墓地 と結び付いている。妻方居住の場合には,父 方の墓地に葬 られてい

る事例が1例 もないということは,夫 方居住の際に母方墓地がかなり存在することと

比較 して,き わめて興味深い。ここにベラウ人の父方親族 と母方親族に対する心情的

差が認められるといってよいであろう。どのような理由であれ,妻 方居住を行なった

夫婦の子供が父方の墓地に入ることは難しいように思われる。

V.父 か らの土地相続

 夫 婦 の一方 の死 に際 して,夫 方親 族 か ら妻 方親 族 に対 して財 を贈 る慣 行 が あ る。 こ

れ は死 後 数 か月 か ら1年 ほ ど の 間 に行 わ れ る儀 礼cheldecheduchに お い てで あ り,夫

方 親 族 は そ れ まで よ く務 め て くれ た妻 お よび妻 方 親 族 の労 をね ぎ ら うた め に,で き る

か ぎ りの贈 り物 をす る。0方 妻 方 親 族 は,他 の あ らゆ る人 生 儀 礼 と同様 に,こ の 宴 の

た め に食 物 を作 る。 夫 方 か ら妻 に贈 られ る貨 幣 はchelebechiilと よばれ,子 供 に贈 ら

れ る貨 幣 はududir ar ngalekと よば れ る。

 現 在で はududir ar ngalekと して土 地 を子 供 に贈 る こ とは な い よ うで あ るが,か つ

て は 土地 を譲渡 した こ と もあ った。 本 来 土 地 は カ ブ リール な りッ ル ガル ク に よる共 同

所有 で あ った ろ う。 した が って,そ の貨 幣 や 土 地 は 子 供 個人 の 手 に 渡 るわ けで は な

く,カ ブ リール や ツル ガ ル クの 長 の管 理下 に おか れ て いた 。 しか し日本 の 委任 統 治 時

代 に調 査 記録 さ れ た土 地 台 帳2)に よ れ ば,こ れ らの土 地 は子 供 の 名義 で 登録 され て い

2)日 本による委任統治時代 の1938年 か ら40年にかけて,土 地調査がバベルダオブ,コ ロール,

 カヤンゲルの各 島で行われた。実 際の調査に当たったのは日本入 測量士1名,検 査官1名,助

 手数名とパ ラオ人1名 であ り,そ れぞれの村で は3人 の長老の立ち会いの下に調査が行われた。

 この記録 は台帳と地図に記入されたが,現 在地図はほとんどの村で行方不明である。 しか し台

 帳 はアイ ミリーキ,ア イライ,ガ ラスマ ウを除いては保存されている。
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る。 この時代になると,統 治国による個人所有の趣 旨はかなり浸透 していたようで,

ルバ ック用の屋敷地やタロ芋田を除けば,個 人名義で登録されている土地区画が多 く

みられる。 その結果,ududir ar ngalekと して子供に贈られた土地は,,書類上からは

父からの遺産のようにみえる。個人有地として登録 されているような土地は,外 部に

譲渡 したり売却 したりすることは問題があるとしても,子 弟に譲渡するような場合に

はかなり自由裁量の余地があったと思われる。

 ガラル ド地区Chelab(エ ラブ)村 の土地台帳を手掛 りに,子 が父からどのように

土地を取得 しているかを眺めて見よう。

事 例1 Eseberaibedeang ABの 場合

Eseberaibedeal19は エ ラブ村 第3位 のル バ ック3》の タ イ トル で, Ibedeangカ ブ リ

ール の 長 で あ る
。ABは 図2に 示 す よ う に 自 己の親 族 に土 地 を配 分 した。

弟A        計

弟NG       計

養子T       計

養子B       計

養子Bの 母の兄弟NS 計

4522坪

142坪

4511坪

2401坪

138坪

(ヤ シ林2743坪,648坪,276坪,855坪)

(田)

(ヤ シ林840坪,35坪,283坪,2887坪,466坪)

(ヤ シ林 591坪,635坪,1175坪)

(ヤ シ林)

養 子Tは,ABの 妻 の 兄弟(彼 は 当時 エ ラブ 村 第2位 の ルバ ックで あ るRdara一

図2ABの 場 合

3)Eseberaibedeangは エ ラ ブ村第3位 の ル バ ックで あ るが,

柳[1986]参 照 。

集会所の中では第1位 である。青
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iterirで あ った)か ら養 取 され た 。 養 子Bの 実 親 はABの 弟 のNG(彼 は第5位 のル バ

ックで あ るEseberakedungで あ った)で あ る。 Bの 実母 の兄 弟NSに138坪 が贈 られ

た 理 由は,Bを 養 子 と して貰 った こ とに対 す る お返 しで あ った 。 NSに は実 子 がな く

養 女 が1人 い たが,後 にNSが 死 亡 した時 に彼 女 の 実親 の も とに帰 って しま った ので,

こ の土 地138坪 はABに 返 却 され た 。 そ こでABは この 養 女 の た め を考 えて,彼 女 の

実母 の兄 弟 に再 び この 土地 を贈 った そ うで あ る。 弟NGに 僅 か142坪 しか与 えな か っ

たの は,彼 がす で に4000坪 の ヤ シ林 個 人 有 地 を持 って い た か らで あ る。 当 時共 有 地 に

ヤ シを植 林 す る こ とが奨 励 されて お り,開 墾 植 林 した 場合 に は それ を 個 人 の土 地 と し

て登録 す る こ とがで きた 。

 ABは 彼 のカ ブ リールで あ るIbedeangの オ ッエ ルで あ り,力 も非 常 に強 か った の

で,多 くの土 地 を 自分 の弟 や養 子 な ど近 い親族 に分 け た。 一 方 彼 は一 部 を 自 己 の カ ブ

リール の財 産 と して 残 した。 それ が ヤ シ林1064坪 で あ り,彼 は これ をIbedeangカ ブ

リール 内 の小 集 団(Ngaruauchと い う名 称 で=登録 され て い るが これ はIbedeang内

のblai{extended family}で あ る との説 明 を うけ た)の 土 地 と して,あ る老 人 を 管 理

人 と した 。 こ う した こ と によ って,ABは 多 くの カ ブ リール の土 地 を彼 の養 子 た ちに

譲 渡 した こ とにつ い て,Ibedeangの オ ッエ ル ・メ ンバ ー か ら の非 難 を避 け よ う と し

た の か も しれ な い。 しか し1064坪 は 養子 た ち(こ れ はIbedeangに と って は ウ レ ッエ

ル にな る)に 譲 った土 地 に 比 べ る とは るか に小 さ く,彼 は 自 己 処分 地12000坪 弱 の 中,

約600/oを 養 子 達 に譲 渡 して い る。

事例2 Ngirarois MAの 場 合

MAは1968年 に死 亡 した先 代 のNgiraroisで あ る。 Ngiraroisは エ ラブ村 第1位 の

ルバ ックでRoisカ ブ リール の長 で あ る。 彼 の 父 もRoisの 出 身 で あ った か ら,彼 は ウ

レ ッエ ル で あ りな が らル バ ックにな った こ とにな る。MAが 譲 渡 した土 地 は次 の通 り

で あ る が,彼 が 子供 や甥 に処 分 したRoisカ ブ リール の土 地 は下 線 を 付 した1300坪 余

りで,事 例1に 比 べ る とご く僅 かで あ る。

姉妹の息子NT

娘D

娘T

2番 目の妻の養子DB

計 25564坪

計 12336坪

計  198坪

計  669坪

(宅 地 472坪 Roisの 土 地)

(林 12565坪,ヤ シ林4320坪,6450坪,497坪)

(畑 1260坪 Bangの 土 地, BangはMAの 母 の

父 の カ ブ リール で あ る)

(ヤ シ林 1423坪,10913坪)

(田 Roisの 土 地)

(ヤ シ林Roisの 土 地)

67



国立民族学博物館研究報告 別冊6号

Rois 一 族 のR

Rois一 族 のB

計

計

362坪 (ヤ シ林 Roisの 土地)

195坪 (宅地 Roisの 土地)

図3 MAの 場 合

 MAはRoisの 土地以外に多 くの土地を有 していた。それは共有地にヤシ樹を植林

し,彼 自身の努力で獲得 したものである。MAに は3人 の娘D, Tお よびX(彼 女は

MAの 親族の養子とな った)と1人 の息子Kが いた。娘Dの 名で登録されている大き

な区画は,こ のような共有地からきたもので,姉 妹達の共同所有ochadで ある。また

田198坪 も同様にochadで あった。 この時すでにDが 死亡 していたので,次 女Tの 名

前で登録されている。子供達への譲渡は彼らの母親の死亡時に行われた。Dお よびT

があいついで死去 した後,彼 女達の兄弟であるKが この地を管理していた。しかし現

在ではKも 死亡 したために,こ れらの土地が今後 どのように相続 されるのかまだ決ま

っておらず,土 地委員会の聴聞があるまで手を付けることはできない。

 第2の 妻が死亡 した時には,そ の養子DBにRoisカ ブ リールのヤシ林を譲渡 して

いる。

 第3の 妻にはすでに5人 の子供がいた。そのうち3人 が連れ子としてMAと 共に住

んでいた。彼女と結婚後間もなくMAが 死亡 したので,母 と子供達は実家に帰 った。

その際に子供達には土地は与えられず,貨 幣だけが贈られた。

 姉妹の息子NTに も多 くの土地が与えられた。ここには3種 類の土地がある。まず

Roisの 宅地472坪 は彼のRoisに おけるオ ッエルの立場から譲られたものであろう。

その他MAの 開墾 したヤシ林,お よびMAの 母の父のカブリールであるBangカ ブ

リーノレからMA自 身に贈られた畑もNTに 与えられた。 MAがNTに25564坪 とい
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う広 大 な 土 地 を譲 渡 したの は,MAの 母 の母 とNTの 母 が特 に親 しか った こ と と関

係 があ る か も しれ な い。NTはMAと 長 く一緒 に住 ん で いた 。

土 地 台 帳 に よれ ば,こ の 他MA名 義 の土 地 が9件4000坪 ば か りあ る。 そ れ はMA

がRoisカ ブ リール の 長で あ るNgiraroisで あ る た め, Ngirarois用 の宅 地,タ ロ芋 田

な ど が彼 の 名前 で登 録 され て い る た めで あ る。 ま たNgiraroisは エ ラブ村 第1位 のル

バ ックで この村 の村 長 にあ た る た め,集 会所,墓 地 な ど村 の 公共 用地 も彼 の 名前 で登

録 され て い る。 これ らの 土 地 は処 分 す る こ とは で きな い。

 事 例3 BLの 場 合

BLは 事 例2で 説 明 したMAの 地 位 を継 承 した現Ngiraroisで あ る。 彼 は多 くの土

地 を所有 して い るが,そ れ らは誰 か ら贈 られ たの で あ ろ うか 。彼 の母 はRoisの オ ッ

エル で あ るか ら彼 自身 もRoisの オ ッエル で あ る。 母 の 父 は 隣…村 の 出身 で あ る。 父 の

母 は この 村 のIbedeangカ ブ リール の メ ンバ ーで あ る。 BLは 彼 の父 の 兄(事 例1

のABでIbedeangに 属 し,当 時 第5位 の ルバ ックEseberaibedeangで あ った)に

養 取 され た 。

 次 にみ るよ うにBLは これ らの親族 か ら土 地 を 贈 与 され て い る。

父方から

母方から

計  2543坪

   591坪

   635坪

   1175坪

   142坪

計  5862坪

   218坪

   195坪

  1590坪

   537坪

   1457坪

   1865坪

ヤシ林

ヤシ林

ヤシ林

田

田

宅地

ヤシ林

ヤシ林*

ヤシ林*

畑

養父ABか ら

養父ABか ら

養父ABか ら

実父NGか ら

母 の兄 弟NMか ら

先 代Ngirarois(事 例2のMA)か ら

先 代Ngirarois(事 例2のMA)か ら

母躍1罐(灘 地囎 ごよつて)
母の兄弟SEか ら

母の父方から

348坪  田 母の父 か ら

BLが 父方か ら譲 られた土地は2543坪,母 方から譲 られた土地は5862坪 である。彼

の場合は母方のRoisか ら譲 られた面積のほうが多いが,そ れでも400/o以上が父方か

らきている。
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図4 BLの 場 合

以上のように父から子への土地の譲渡,す なわちウレッエルへの土地の譲渡がかな

りの割合で行われていることが注目されよう。とくに事例1の ように,父 自身がオッ

エルであって,自 己のカブ リールの中で強力な発言力を持 っていると考えられる場合

には,そ の傾向が顕著にみられるようである。

VI.お わ り に

 母 系 社 会 に お け る男 性 と女 性 の関 係 を扱 ったSchlegelは,ベ ラ ウの家 族 を 〈兄 弟

優 位 〉 と分 類 して い る[シ ュ レーゲ ル1978:63-64]。 これ は彼 女 の 分類 に よ れ ば,

〈夫 優 位 〉 に対 置 され る もので,家 庭 の 中で 女 性 が兄 弟 の権 威 に服 して い る型 で あ り,

そ の典 型 的な もの は 南 イ ン ドのナ ヤ ール 人 で あ る とす る。 しか し これ ま で見 て きた よ

うに,ベ ラ ウの社 会 は ナ ヤ ール 的 兄 弟姉 妹 の絆 を 中心 と した社 会 で は な い。 む しろ夫

優 位 型 の社 会 と い って よ いで あろ う。 ベ ラ ウ家族 に お け る夫 優 位 は,カ ブ リール の母

系 制 に大 きな 影 響 を 及 ぼ して い るの で はな いか と思 わ れ る ので,次 に この点 につ い て

考 え て み た い。

 ま ず ベ ラ ウ人 が 第 一 義 的 に所 属 す る集 団 は カ ブ リール,な い しは そ の下 位 集 団 で あ

るッル ガル クで あ る。 これ は男 女 と もに変 わ らな い。 しか し,カ ブ リール 内 に お け る

彼 ら の立 場 は著 し く異 な って い る。 ベ ラウ の慣 行 で は夫 は妻 に,あ る い は夫 方 集 団 は

妻 方 集 団 に常 に財 を 贈 る義 務 を負 って い る。 女 はrorel a ecdoud〈 金 の来 る道 〉な の

で あ る。 そ れ ゆ え に女 性 は彼 女 の 集 団 内で 尊 重 され る存 在 で あ る。 カ ブ リール は女 性

が生 まれ た こ とを喜 ぶ。 女 性 はモ ゴ ル(他 村 の 男性 に対 す る性 的 奉仕)に 参 加 す る こ

とに よ り,あ るい は ムル を や って くれ た り,高 価 な財 貨 の贈 り物 を して くれ る よ うな

男 性 と結 婚 す る こ とに よ って,自 己 の カ ブ リール に財 を もた らす こ とがで き る。 彼女
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は自己のカブリールに多大な貢献をしたことにな り,そ の立場はいっそう重きを増す

であろう。

 一方,男 性はモゴル と交際 した り,結 婚すればそれに必要な財を支払うことになる。

彼が使用する財はすべてカブリール女性の性による労働に負 うている。また彼がルバ

ックに就任するにしても,家 を建てるにあたっても,す べて彼女等の援助に依存する

立場にある。すなわち;彼 は姉妹 に対 しては財の消費者としてその恩恵に依存する人

であり,妻 に対 してはその恩恵の贈与者 となる。

 もちろん,妻 方親族は夫方親族 に対 し,さ まざまな機会にイモ ・ブタなどの食物を

贈る。 しか しこの交換は対等ではない。さらに,多 くの場合食物の提供者には会合の

後で,そ れ相応の支払いがなされるのである。したがって,財 は夫から妻へ移行する

が故に,夫 は妻に対 して優位な位置に立ち,ま た財が姉妹から兄弟へ移行するが故に,

姉妹は兄弟に対 して優位な位置に立つのである。これは次のように図示できるかも知

れない。

図5 兄弟 ・姉妹,夫 妻の優劣関係

 財の贈与者である夫は家庭内では,彼 が実際にそれを行使するかしないかは別 とし

て,権 威者である。結婚において夫は自己の村に妻を迎える。父は子供に対 しても権

威を有 しているので,子 供は父の命に従わなければならない。また多 くの父は子供に

強い愛着を感 じているであろうから,自 分の財産をできるだけ譲 りたいと考えるかも

しれないし,子 供が死亡 した場合には自家の墓地に埋葬 したいと考えるかもしれない。

しかし,父 は何もそのような責任があるわけではないから,彼 はカブリールに犠牲を

かけてまで子供に尽 くす必要はない。悪事を重ね罰金などで父に迷惑をかける子供は
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追放されるが,母 方親族はその子を拒むことはできない。両親の離婚の際 には,母 と

一緒 に住んでいる子供に対 して
,父 は養育料を支払う義務はないという判決や,父 の

死後数年 して母方親族の下に移動 していった少女の養育料を父方が請求した訴訟事件

にも,子 の養育についての父子関係をみることがで きる。

 以上述べてきたことは次のように要約することがで きるだろう。

 どのような理由によって単系制が形成されるのか,あ るいはどのような理由によっ

てその規則が乱されるのかといった原因は,そ れぞれの個別社会毎に異なっているに

違 いない。ベラウ社会はとりわけその財に価値を置く社会である。 したがってこのよ

うな社会では,財 の授受が系譜の形成に於いても主要な要因になると考え られる。す

なわちベラゥ・カブリールの系譜は,姉 妹の兄弟に対する優位性 と夫の妻に対する優

位制の微妙なバ ランスの上に成り立っているといってよいであろう。 この2つ の優位

性のうち,お そらく姉妹の優位性の方が夫の優位性よりも勝っているとみなされる。

したがって兄弟の子ウレッエルよりも姉妹の子オッエルの方が強力であり,そ れ故に

カブリールはオッエルを中核 とする成員によって構成される,す なわち母系的となる。

しか しその原則を乱すのは家庭内における夫の優位性である。カブ リールの中に多 く

のウレッエルを含むようになるのは,家 庭内における夫ないしは父の力が作用 して,

姉妹優位からきているカブリールの系譜を逆転させたためである。
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